
 

事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ４ 月 ８ 日 

 

各都道府県教育委員会学校給食主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  御中 

附属学校を置く各国公立大学法人事務局 

 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

 

学校給食における食中毒発生時及び事故等発生時の対応について 

 

学校給食における衛生管理につきまして、日頃より御理解・御協力を頂き、ありがとう

ございます。 

さて、学校給食における食中毒（疑いを含む）、異物混入、食物アレルギーに関する事

故及び重大なヒヤリハット等の発生時（以下、「食中毒及び事故等発生時」という。）の

対応について、改めて別紙のとおり依頼します。 

ついては、各都道府県教育委員会学校給食主管課におかれては、域内市町村等教育委員

会（指定都市を含む）に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、域内の学校法人

に対して、周知を図るとともに、適切な対応をお願いします。また、国公立大学法人にお

かれては、文部科学省に対して直接報告をお願いします。 

 

別紙１ 学校給食における食中毒及び事故等発生時の対応 

別紙２ 連絡体制の報告様式 

別紙３ 学校給食における食中毒発生時の対応 

 

 
（参考）学校給食衛生管理基準の施行について（通知）（平成 21 年 4 月 1 日付け 21 文科ス第 6010 号

文部科学省スポーツ・青少年局長通知）（抄） 

 

（略） 

Ⅱ 留意事項 

 三 その他 

  ４ 文部科学省への報告 

ア 都道府県教育委員会及び都道府県知事は、域内の学校に感染症・食中毒やその他学校給

食による健康被害の集団的発生又はそのおそれがある場合には、別紙 4‐1「学校（共同調

理場）における食中毒等発生状況報告」を、終えんした場合には、別紙 4‐2「学校におけ

る感染症・食中毒等発生状況報告」により、速やかに文部科学省スポーツ・青少年局長※

に報告すること。 

なお、感染症・食中毒等の発生後、その状況の軽重により、適宜中間報告をすること。 

イ 国立大学の附属学校に感染症・食中毒やその他学校給食による健康被害の集団的発生又

はそのおそれがある場合には、別紙 4‐1「学校（共同調理場）における食中毒等発生状況

報告」を、終えんした場合には、別紙 4‐2「学校における感染症・食中毒等発生状況報告」

により、速やかに文部科学省スポーツ・青少年局長※に報告すること。 

なお、感染症・食中毒等の発生後、その状況の軽重により、適宜中間報告をすること。 

ウ ア及びイの報告に際しては、参考となる献立表等の資料を添付すること。 

    （※現在は、文部科学省総合教育政策局長） 

 

【本件連絡先】 

文部科学省総合教育政策局 

健康教育・食育課 学校給食・食育係 

TEL：03-5253-4111(内線 2095) 



別紙１ 

 

 

学校給食における食中毒及び事故等発生時の対応 

 

 

 ① 食中毒及び事故等発生時には、文部科学省との連絡責任者を決めたうえで、別紙２を

文部科学省に提出すること。 

 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課の対応者及び連絡先 

○ 担当者 

学校給食・食育係 宮野 恵光 

         前田 ひかり 

 

○ 連絡先 

電話 ０３－５２５３－４１１１（内線２０９５） 

  （夜間 ０３－６７３４－２０９５） 

メールアドレス shoku@mext.go.jp 

 

 

② 食中毒及び事故等発生時には、保護者への説明を適切に行うとともに、文部科学省に

報告や関係資料の提出を行うこと。 

 

③ 食中毒発生時には別紙３により、その他の事故等発生時には別紙３を適宜参考にして

対応すること。 

 

 

※ 文部科学省への報告を行う基準については、前述の食中毒及び事故等発生時並びに 

「健康被害がある場合」や「報道提供を行う場合」とする。 

※ 文部科学省への報告や関係資料の提出は迅速に願います。 

※ 文部科学省との連絡責任者は，以下の図のとおりとしてください。 

区分 連絡責任者 

公立 都道府県教育委員会 

私立 都道府県知事（注） 

国立 国立大学法人 

 

（注）文部科学省へご報告いただくとともに、学校給食を所管している都道府県教育委員会への情報提供や 

連携もあわせて行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 殿 

 

                     ○○○教育委員会 ○○○○課長 

 

 

○○○○○の発生について、次のとおりの連絡体制で対応します。 

 

 

（対応者） 

 

 

 

 

（連絡先） 

電話 

メール 

 

 

 

（休日連絡先） 

対応者 

電話 

メール 

 



別紙３ 

 

学校給食における食中毒発生時の対応 

 

 

 １ 報告受理内容について詳細を確認。 

・必要に応じて職員を現地に派遣するなどして的確な情報の把握・確認を行う。 

・都道府県教育委員会に置いては、必要に応じて市区町村教育委員会や学校に対し指
導・助言を行う。（公立学校のみ） 

・連絡体制を整備し、衛生部局や保健所等との連携を密にする。 

２ 文部科学省に報告。（速報） 

３ 文部科学省に関係資料を提出。 

①  学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告書 

   （「学校給食衛生管理基準 別紙４－１」） 

   ※メールで提出願います。 

 ② 献立表（使用食品を記載したもの）２週間分 

 ③ 学年毎の児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日） 

 ④ 調理作業工程表 

 ⑤ 作業動線図 

 ⑥ 加熱温度記録簿 

 ⑦ 給食用物資検収票 

 ⑧ 検食簿 

 ⑨ 学校給食従事者の検便検査結果 

 ⑩ 学校給食従事者の個人ごとの健康記録簿 

 ⑪ 学校給食日常点検票 

 ⑫ 発生の経過を時系列にまとめたもの 

 ⑬ 保健所の指示事項 

 ⑭ 学校医等の指示事項 

 ⑮ 調理室の平面図 

 ⑯ 保存食記録簿 

 ⑰  その他 

４ 教育委員会専門職員などの派遣（公立学校及び私立学校のみ） 

  保健所の立入調査に立ち会い、情報提供・情報収集に当たる。 

５ 報道発表 

  衛生部局の報道発表後 

※記事等は文部科学省に随時送付願います。 

６ 衛生管理改善指導 

  教育委員会専門職員の派遣 

７ 終息後の文部科学省への報告 

    学校における感染症・食中毒等発生状況報告書にて報告 

  （「学校給食衛生管理基準 別紙４－２」） 

  ※メールで提出願います。 


